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❶ 加入している建物等について他保険、他共済と保険契約を締結する。
❷ 加入している建物等を譲渡する。
❸ 加入している建物等を解体する。
❹ 加入している建物等が破損した。
❺ 加入している建物等の改築、増築もしくは構造変更や修繕を行う。 (建物の価額に変化が生じる行為)
❻ 加入している建物等の用途変更。 (住宅→店舗、民宿等)
❼ 加入している建物等について危険が著しく増大すること。(農産物乾燥機の動力増大、店舗内での火力使用等)
❽ 上記のほか、加入時の告知内容に変更を生じさせる事実が発生したこと。

次の事実が発生した、もしくは発生する予定である場合は、必ずＮＯＳＡＩにご連絡ください。

なお、本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳しくは「建物共済約款」を
ご参照ください。

注：事故発生時は速やかに連絡してください。
　　損害評価時に損害箇所が復旧済の場合は共済金をお支払いできないことがあります。

落雷による家電製品の被害や台風による瓦の被害など、小さい被害であっても補償が手厚く
なります。詳しくは、　　おすすめ特約をご覧ください。

注意！ こんなときは損害共済金をお支払いできません。
お支払いできない項目をご確認ください。

事故発生 

見積書ご提出

共済金お支払いまでの流れ

小損害実損てん補特約や臨時費用担保特約の附帯を
おすすめします！

NOSAIに
連絡

現地評価被害申告は
LINEからも
可能です！

共済金支払い手続き

ご準備いただくもの
印鑑、証券

■ 失火見舞費用共済金 
自宅から発生した火災、破裂・爆発事故により、近隣など第三者の所有物に損害が生じた
とき、近隣への失火見舞費用として一世帯当たり50万円(加入金額の20％を限度）をお支
払いします。（煙損害・臭気付着損害を除く）

■ 残存物取片付け費用共済金 
損害を受けたとき、損害共済金の10％を限度としてお支払いします。（実費の範囲内） （地震・
噴火・津波による事故を除く）

■ 損害防止費用共済金
火災等の事故で損害の防止・軽減に要した費用（消火薬剤取替費用等）に対してお支払い
します。
ただし、自然災害による場合は対象となりません。

■ 水道管凍結修理費用共済金
水ぬれを生じていない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費で補償します。 
（１事故当たり10万円を限度）
■ 特別費用共済金 
共済事故で全損のとき、加入金額の10％（200万円を限度）をお支払いします。（地震・噴
火・津波による事故を除く）

■ 地震火災費用共済金（火災共済のみ）
地震等を原因とする火災によって半焼以上の被害が生じたとき、加入金額の5％をお支払
いします。

■ 対象農機具  
建物に収容中の農機具 （乾燥機、籾すり機等）
注：盗難は補償の対象外です。トラクター、コンバイン、田植機等については「農機具損害
共済」へのご加入をおすすめします。

■ 再取得価額  
加入建物に収容されている全ての農機具の購入時価額の合計額

■ 対象となる事故および掛金率、共済金計算方法  
加入建物の火災共済または総合共済と同じです。

収容農機具の補償もあります収容農機具の補償もあります

こんな補償もついています！こんな補償もついています！ 1棟(家具類なども含めて）火災に備えて

火災
共済 加入できます

6,000
万円まで

1棟(家具類なども含めて）火災と自然災害に

総合
共済 加入できます

4,000
万円まで

まで加入できます火災
共済

総合
共済

プラスプラス
合わせて１億円

❶ 加入者(共済金受取人)またはその法定代理人の故意、重大な過失によって生じた損害
❷ 同世帯に属する親族の故意によって生じた損害
❸ 事故の際の紛失または盗難
❹ 共済目的の性質または欠陥・消耗によって生じた損害(老朽化による雨漏り等)
❺ 戦争、外国の武力行使、内乱・革命等によって生じた損害
❻ 核燃料およびその汚染物質の特性等に起因する事故によって生じた損害
❼ 共済掛金等をお支払いいただく以前に生じた損害
❽ 損害発生通知を怠り、または故意もしくは重大な過失により不実の通知をしたり、損害調査を妨害したとき
❾ 損害防止義務に従わなかったとき
10 「告知義務」、「通知義務」、「重大事由による解除」により契約を解除したとき
11 共済金請求を3年間怠ったとき
12 獣害
13 雨漏りのみ、老朽化による損害

三 重 県 の 農 業 者 の み な さ ん へ

三重

小損害実損てん補特約で
“もしも”の時も安心
小損害実損てん補特約で
“もしも”の時も安心



R7.07

❶ 加入している建物等について他保険、他共済と保険契約を締結する。
❷ 加入している建物等を譲渡する。
❸ 加入している建物等を解体する。
❹ 加入している建物等が破損した。
❺ 加入している建物等の改築、増築もしくは構造変更や修繕を行う。 (建物の価額に変化が生じる行為)
❻ 加入している建物等の用途変更。 (住宅→店舗、民宿等)
❼ 加入している建物等について危険が著しく増大すること。(農産物乾燥機の動力増大、店舗内での火力使用等)
❽ 上記のほか、加入時の告知内容に変更を生じさせる事実が発生したこと。

次の事実が発生した、もしくは発生する予定である場合は、必ずＮＯＳＡＩにご連絡ください。

なお、本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳しくは「建物共済約款」を
ご参照ください。

注：事故発生時は速やかに連絡してください。
　　損害評価時に損害箇所が復旧済の場合は共済金をお支払いできないことがあります。

落雷による家電製品の被害や台風による瓦の被害など、小さい被害であっても補償が手厚く
なります。詳しくは、　　おすすめ特約をご覧ください。

注意！ こんなときは損害共済金をお支払いできません。
お支払いできない項目をご確認ください。

�ੜൃނࣄ

ॻ͝ఏग़ੵݟ

共済金お支払いまでの流れ

小損害実損てん補特約や臨時費用担保特約の附帯を
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ご準備いただくもの
印鑑、証券

■ 失火見舞費用共済金 
自宅から発生した火災、破裂・爆発事故により、近隣など第三者の所有物に損害が生じた
とき、近隣への失火見舞費用として一世帯当たり50万円(加入金額の20％を限度）をお支
払いします。（煙損害・臭気付着損害を除く）

■ 残存物取片付け費用共済金 
損害を受けたとき、損害共済金の10％を限度としてお支払いします。（実費の範囲内） （地震・
噴火・津波による事故を除く）

■ 損害防止費用共済金
火災等の事故で損害の防止・軽減に要した費用（消火薬剤取替費用等）に対してお支払い
します。
ただし、自然災害による場合は対象となりません。

■ 水道管凍結修理費用共済金
水ぬれを生じていない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費で補償します。 
（１事故当たり10万円を限度）
■ 特別費用共済金 
共済事故で全損のとき、加入金額の10％（200万円を限度）をお支払いします。（地震・噴
火・津波による事故を除く）

■ 地震火災費用共済金（火災共済のみ）
地震等を原因とする火災によって半焼以上の被害が生じたとき、加入金額の5％をお支払
いします。

■ 対象農機具  
建物に収容中の農機具 （乾燥機、籾すり機等）
注：盗難は補償の対象外です。トラクター、コンバイン、田植機等については「農機具損害
共済」へのご加入をおすすめします。

■ 再取得価額  
加入建物に収容されている全ての農機具の購入時価額の合計額

■ 対象となる事故および掛金率、共済金計算方法  
加入建物の火災共済または総合共済と同じです。
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❶ 加入者(共済金受取人)またはその法定代理人の故意、重大な過失によって生じた損害
❷ 同世帯に属する親族の故意によって生じた損害
❸ 事故の際の紛失または盗難
❹ 共済目的の性質または欠陥・消耗によって生じた損害(老朽化による雨漏り等)
❺ 戦争、外国の武力行使、内乱・革命等によって生じた損害
❻ 核燃料およびその汚染物質の特性等に起因する事故によって生じた損害
❼ 共済掛金等をお支払いいただく以前に生じた損害
❽ 損害発生通知を怠り、または故意もしくは重大な過失により不実の通知をしたり、損害調査を妨害したとき
❾ 損害防止義務に従わなかったとき
10 「告知義務」、「通知義務」、「重大事由による解除」により契約を解除したとき
11 共済金請求を3年間怠ったとき
12 獣害
13 雨漏りのみ、老朽化による損害

火災共済 〇 〇 〇 〇
総合共済 〇 〇 〇 〇

火災共済 〇 〇 〇
総合共済 〇 〇 〇

火災共済 × × × ×
総合共済 〇 〇 〇 〇

火災共済 ×
総合共済 〇
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※1 建物の損害割合が5％ 以上となった場合に対象となります。
　　支払いは加入金額の50％が限度です。
※床下の浸水は対象外となります。஍਒ɺ෾火ɺ௡೾˞�
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※1 建物の損害割合が5％ 以上となった場合に対象となります。
　　支払いは加入金額の50％が限度です。
※床下の浸水は対象外となります。

※ 1 建物の損害割合が 5％ 以上となった場合に対象となります。支払いは加入金額の 50％が限度です。
注：床下の浸水は対象外となります。

　　　　　　は　　　　　　の対象事故に
自然災害や地震などによる損害が 　　　
されます。
地震保険料控除対象です。（地震部分の掛金のみ）

総合共済 火災共済
プラスプラス

●  対象となる事故
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再取得価額 ＝ ㎡当たり単価× ㎡数

Ί·͢ɻʊٻ෺ͷᶷ౰ͨΓ୯Ձʹᶷ਺Λ৐ͯ͡ݐऔಘՁֹ͸ɺ࠶෺ͷݐ ౰ͨΓ୯Ձ͸༻్ͱߏ଄Λ༻͍ͯ
ઃఆ͞Εͨ୯ՁΛ༻͍͍ͯ·͢ɻ

Ո۩ྨ؆қධՁදʹΑΔ࠶औಘՁֹ

平均的単価は、下表のとおりです。
仕様によっては、増減する場合があります。

☆1

☆2

˙�Ո۩ྨͷ෼ྨʹ͍ͭͯ

57ΞϯςφɺΤΞίϯɺর໌ث۩ͳͲݐ෺ʹϘϧτ౳Ͱݻఆ͞Ε͓ͯΓɺ؆୯ʹ͸ҠಈͰ͖ͳ͍΋ͷʢ഑ઢ౳
ؚΉʣ͸Ո۩Ͱ͸ͳ͘ݐ෺ͷҰ෦ͱ͠ ͯѻ͍ɺݐ෺ͷՃೖׂ߹ʹԠͯ͡ิঈ͠·͢ɻ
ఆ͞Ε͍ͯͳ͍΋ͷ͕Ո۩ྨͱͳΓɺ家具類の加入割合に応じて補償͠·͢ɻݻҎ֎ͷه্˔
ɹՈ۩ ʢྨҥྨɺςϨϏɺλϯεɺςʔϒϧɺҜࢠɺྫྷ ଂݿɺચ୕ػɺϕουɺετʔϒ౳ʣ
˔Ҿडର৅֎ʢۚوଐɺๅੴɺࠎ౹඼ɺֆըɺͦ ͷଞඒज़඼Ͱ1ݸͷՁֹ͕30ສԁΛ௒͑Δ΋ͷɺӦثॄ༺ۀɺ
උ඼ɺ঎඼ɺ੡඼ɺಈ෺ɺ২෺ɺ௨՟ɺ༗Ձূ݊ɺి σʔλ౳ʣࢠ
　落雷による家具類の被害は家具類へのご加入が必要です。

˙�Ճೖׂ߹Λ͝ଘ͡Ͱ͢ ʁ͔�

ɹۚࡁڞͷํࢉܭ๏͸࠶औಘՁֹʹର͢Δ加入金額ͷׂ߹ʢՃೖׂ߹ʣʹ Ԡͯۚ͡ࡁڞΛࢧ෷͍·͢ɻ
�̒ औಘՁ࠶๏͸ํࢉܭऔಘՁֹͷ࠶ ʢֹࡁڞՁֹʣཝ☆1Λߟࢀʹ͠ ͍ͯͩ͘͞ɻ̓ �
ɹՃೖΛر๬͢Δݐ෺ͷՁֹ͕࠶औಘՁ ʢֹࡁڞՁֹʣཝ☆2ͷᶷ౰ͨΓ୯Ձͱ͔͚཭Ε͍ͯΔ৔߹͸͝૬
ஊ͍ͩ͘͞ɻ
ɹݐ෺ࡁڞ͸Ҿड࣌ʹݐ෺ͷՁֹΛධՁ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺඃൃ֐ੜ࣌ͷ࠶औಘՁֹΛۚࡁڞʹجΛ͠ࢉܭ·͢ɻ
ɹଞอݥ౳ؚΊͯݐ෺ͷ࠶औಘՁֹ·ͰՃೖ͕Ͱ͖·͢ɻ

再取得価額の計算方法 建物共済掛金表（1年間） 損害共済金の計算方法（比例てん補方式で計算します） おすすめ特約 ಛ໿Λෟ帯͢Δʹ͸ਃࠐΈ͕ඞཁͰ͢ɻ
建　物 再取得価額の計算方法

火災等の場合 火災共済・総合共済

家具類 再取得価額の計算方法
ʢ୯Ґɿສԁʣ

〇一般造
　延べ面積　200㎡　　再取得価額　 3,000万円の場合

損害額 加入金額
再取得価額 × 80％

損害共済金 ՃೖֹۚΛ
౓ͱ͠ݶ෷ࢧ ·͢ɻ× =

損害額
加入金額 × 50％
再取得価額

損害共済金
Ճೖֹۚͷ50ˋΛ
౓ͱ͠ݶ෷ࢧ ·͢ɻ

ͨͩ͠ɺଛ5߹ׂ֐ˋະຬ͸
෷ର৅֎ͱͳΓ·͢ɻࢧ

× =

風水害・その他自然災害の場合 総合共済

損害額 加入金額
再取得価額

損害共済金
ˋऔಘՁֹͷ5࠶
·ͨ͸1ສԁͷ
͍ͣΕ͔௿ֹ͍˞̍

－ × =

地震・噴火・津波の場合 総合共済

஫ɿ��̍ ౩ʹ͖ͭɺՐٴࡁڞࡂͼ૯߹ࡁڞͷՃೖֹۚͷ߹1,000͕ܭສԁҎ্ͷ৔߹ʹෟଳͰ͖
·͢ɻ஍਒ɾ෾Րɾ௡೾ʹΑΔଛ֐·ͨ͸ࣗવ֐ࡂͰ1ສԁະຬͷଛ֐͸ର৅֎ͱͳΓ·͢ɻ�
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ʹֻۚࡁڞ͕
Ճ͞ࢉΕ·͢ɻ

ྫ

খଛ࣮֐ଛͯΜิಛ໿50ສԁΛબ୒ɹ୆෩Ͱ԰ࠜʹ40ສԁͷඃ֐

ଛ�1ۚࡁڞ֐��ສԁ���ྟ࣌අ༻�3ۚࡁڞ�ສԁ�́ 13�ສԁۚࡁڞ෷ࢧ

஫ɿ��͜ͷಛ໿͸Ұճͷݐ1͖ͭʹނࣄࡁڞ෺͝ͱʹ250ສԁΛݶ౓ͱ͠ ·͢ɻ�஍਒ɾ෾Րɾ௡೾
ʹΑΔଛ֐͸ର৅֎ͱͳΓ·͢ɻ�

�
���ԁՐࡁڞࡂ

૯߹ࡁڞ
掛金

ɹɹ小損害実損てん補特約
�ଛ֐ͷֹ͕30ສԁ·ͨ͸50ສԁ͔Βબ୒ֹͨۚ͠Λɺ�Ճೖׂ߹ʹؔ܎ͳ͘ɺ
࣮ଛֹ֐Ͱ͓ࢧ෷͍͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ɹɹ臨時費用担保特約
�෷͍͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻࢧՃ͓͑ͯʹۚࡁڞͷ30ˋΛۚࡁڞ֐େͰଛ࠷

Րࡁڞࡂ ૯߹ࡁڞ

΄͔ͷྟ࣌අ༻څ෇ׂ߹ʢ10ˋɺ20ˋʣ΋બ୒Ͱ͖·͢ɻ

2�
2��ԁ

ྫֻۚࡁڞ˓
ɹʢҰൠॅ୐ʹՃೖֹۚ̍ ,000ສԁɺྟ ࣌අ༻څ෇ׂ߹30ˋΛબ୒ͨ͠৔߹ʣ

㎡当たり単価 ㎡当たり単価

世帯人数
（子ども含む） 単身 2人 3人 4人 5人

大人人数 1人 1人 2 人 1人 2 人 3人 1人 2 人 3人 4人 ～2人 3人 4人 5人

住
宅
延
面
積

66㎡未満 860 930 1,030 960 1,060 1,310 1,070 1,100 1,460 1,590 1,170 1,500 1,700 1,870

66㎡以上
132㎡未満 920 990 1,230 1,080 1,250 1,490 1,130 1,270 1,600 1,830 1,360 1,740 1,940 2,080

132㎡以上
231㎡未満 1,120 1,190 1,340 1,260 1,410 1,730 1,330 1,480 1,840 2,020 1,550 1,940 2,160 2,370

231㎡以上 1,340 1,410 1,590 1,470 1,660 1,940 1,540 1,730 2,040 2,220 1,790 2,150 2,330 2,560

大人とは 18 歳以上の世帯員を指します。ただし大学生については除きます。 大人人数が 5 人を超える場合は大人 1 人につき 220 万円の
加算を行います。

門、垣、塀、カーポート等の工作物を補償の対象に加える場合はご相談ください。

建物の用途 一般造 
（木造）

耐火造 B
（鉄骨造）

住宅 18万円 19万円

建物の用途 一般造 
（木造）

耐火造 B
（鉄骨造）

作業場・倉庫 7万円 10万円



再取得価額 ＝ ㎡当たり単価× ㎡数

Ί·͢ɻʊٻ෺ͷᶷ౰ͨΓ୯Ձʹᶷ਺Λ৐ͯ͡ݐऔಘՁֹ͸ɺ࠶෺ͷݐ ౰ͨΓ୯Ձ͸༻్ͱߏ଄Λ༻͍ͯ
ઃఆ͞Εͨ୯ՁΛ༻͍͍ͯ·͢ɻ

Ո۩ྨ؆қධՁදʹΑΔ࠶औಘՁֹ

平均的単価は、下表のとおりです。
仕様によっては、増減する場合があります。

☆1

☆2

˙�Ո۩ྨͷ෼ྨʹ͍ͭͯ

57ΞϯςφɺΤΞίϯɺর໌ث۩ͳͲݐ෺ʹϘϧτ౳Ͱݻఆ͞Ε͓ͯΓɺ؆୯ʹ͸ҠಈͰ͖ͳ͍΋ͷʢ഑ઢ౳
ؚΉʣ͸Ո۩Ͱ͸ͳ͘ݐ෺ͷҰ෦ͱ͠ ͯѻ͍ɺݐ෺ͷՃೖׂ߹ʹԠͯ͡ิঈ͠·͢ɻ
ఆ͞Ε͍ͯͳ͍΋ͷ͕Ո۩ྨͱͳΓɺ家具類の加入割合に応じて補償͠·͢ɻݻҎ֎ͷه্˔
ɹՈ۩ ʢྨҥྨɺςϨϏɺλϯεɺςʔϒϧɺҜࢠɺྫྷ ଂݿɺચ୕ػɺϕουɺετʔϒ౳ʣ
˔Ҿडର৅֎ʢۚوଐɺๅੴɺࠎ౹඼ɺֆըɺͦ ͷଞඒज़඼Ͱ1ݸͷՁֹ͕30ສԁΛ௒͑Δ΋ͷɺӦثॄ༺ۀɺ
උ඼ɺ঎඼ɺ੡඼ɺಈ෺ɺ২෺ɺ௨՟ɺ༗Ձূ݊ɺి σʔλ౳ʣࢠ
　落雷による家具類の被害は家具類へのご加入が必要です。

˙�Ճೖׂ߹Λ͝ଘ͡Ͱ͢ ʁ͔�

ɹۚࡁڞͷํࢉܭ๏͸࠶औಘՁֹʹର͢Δ加入金額ͷׂ߹ʢՃೖׂ߹ʣʹ Ԡͯۚ͡ࡁڞΛࢧ෷͍·͢ɻ
�̒ औಘՁ࠶๏͸ํࢉܭऔಘՁֹͷ࠶ ʢֹࡁڞՁֹʣཝ☆1Λߟࢀʹ͠ ͍ͯͩ͘͞ɻ̓ �
ɹՃೖΛر๬͢Δݐ෺ͷՁֹ͕࠶औಘՁ ʢֹࡁڞՁֹʣཝ☆2ͷᶷ౰ͨΓ୯Ձͱ͔͚཭Ε͍ͯΔ৔߹͸͝૬
ஊ͍ͩ͘͞ɻ
ɹݐ෺ࡁڞ͸Ҿड࣌ʹݐ෺ͷՁֹΛධՁ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺඃൃ֐ੜ࣌ͷ࠶औಘՁֹΛۚࡁڞʹجΛ͠ࢉܭ·͢ɻ
ɹଞอݥ౳ؚΊͯݐ෺ͷ࠶औಘՁֹ·ͰՃೖ͕Ͱ͖·͢ɻ

再取得価額の計算方法 建物共済掛金表（1年間） 損害共済金の計算方法（比例てん補方式で計算します） おすすめ特約 ಛ໿Λෟ帯͢Δʹ͸ਃࠐΈ͕ඞཁͰ͢ɻ
建　物 再取得価額の計算方法

火災等の場合 火災共済・総合共済

家具類 再取得価額の計算方法
ʢ୯Ґɿສԁʣ

〇一般造
　延べ面積　200㎡　　再取得価額　 3,000万円の場合

損害額 加入金額
再取得価額 × 80％

損害共済金 ՃೖֹۚΛ
౓ͱ͠ݶ෷ࢧ ·͢ɻ× =

損害額
加入金額 × 50％
再取得価額

損害共済金
Ճೖֹۚͷ50ˋΛ
౓ͱ͠ݶ෷ࢧ ·͢ɻ

ͨͩ͠ɺଛ5߹ׂ֐ˋະຬ͸
෷ର৅֎ͱͳΓ·͢ɻࢧ

× =

風水害・その他自然災害の場合 総合共済

損害額 加入金額
再取得価額

損害共済金
ˋऔಘՁֹͷ5࠶
·ͨ͸1ສԁͷ
͍ͣΕ͔௿ֹ͍˞̍

－ × =

地震・噴火・津波の場合 総合共済

஫ɿ��̍ ౩ʹ͖ͭɺՐٴࡁڞࡂͼ૯߹ࡁڞͷՃೖֹۚͷ߹1,000͕ܭສԁҎ্ͷ৔߹ʹෟଳͰ͖
·͢ɻ஍਒ɾ෾Րɾ௡೾ʹΑΔଛ֐·ͨ͸ࣗવ֐ࡂͰ1ສԁະຬͷଛ֐͸ର৅֎ͱͳΓ·͢ɻ�
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ྫ

খଛ࣮֐ଛͯΜิಛ໿50ສԁΛબ୒ɹ୆෩Ͱ԰ࠜʹ40ສԁͷඃ֐

ଛ�1ۚࡁڞ֐��ສԁ���ྟ࣌අ༻�3ۚࡁڞ�ສԁ�́ 13�ສԁۚࡁڞ෷ࢧ

஫ɿ��͜ͷಛ໿͸Ұճͷݐ1͖ͭʹނࣄࡁڞ෺͝ͱʹ250ສԁΛݶ౓ͱ͠ ·͢ɻ�஍਒ɾ෾Րɾ௡೾
ʹΑΔଛ֐͸ର৅֎ͱͳΓ·͢ɻ�

�
���ԁՐࡁڞࡂ

૯߹ࡁڞ
掛金

ɹɹ小損害実損てん補特約
�ଛ֐ͷֹ͕30ສԁ·ͨ͸50ສԁ͔Βબ୒ֹͨۚ͠Λɺ�Ճೖׂ߹ʹؔ܎ͳ͘ɺ
࣮ଛֹ֐Ͱ͓ࢧ෷͍͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ɹɹ臨時費用担保特約
�෷͍͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻࢧՃ͓͑ͯʹۚࡁڞͷ30ˋΛۚࡁڞ֐େͰଛ࠷

Րࡁڞࡂ ૯߹ࡁڞ

΄͔ͷྟ࣌අ༻څ෇ׂ߹ʢ10ˋɺ20ˋʣ΋બ୒Ͱ͖·͢ɻ

2�
2��ԁ

ྫֻۚࡁڞ˓
ɹʢҰൠॅ୐ʹՃೖֹۚ̍ ,000ສԁɺྟ ࣌අ༻څ෇ׂ߹30ˋΛબ୒ͨ͠৔߹ʣ

建物の用途 構造
特　約

※小損害実損てん補特約は、特約
　加算額が加算されます

火災共済 総合共済

加入金額１万円
当たり掛金

加入金額 加入金額１万円
当たり掛金

加入金額

1,000 万円 1,000 万円

住 宅

ア パ ート

納 屋

農 作 業 場

一般造

小損（50万円）＋臨費30％ 8.0 
（＋680 円） 8,680 28.3 

（＋3,780 円） 32,080

臨費30％ 7.9 7,900 28.2 28,200

なし 6.7 6,700 25.1 25,100

耐火造Ｂ

小損（50万円）＋臨費30％ 5.1 
（＋680 円） 5,780 26.0 

（＋3,780 円） 29,780

臨費30％ 5.1 5,100 26.0 26,000

なし 4.3 4,300 23.2 23,200

耐火造Ａ

小損（50万円）＋臨費30％ 2.9 
（＋680 円） 3,580 24.2 

（＋3,780 円） 27,980

臨費30％ 2.8 2,800 24.1 24,100

なし 2.4 2,400 21.7 21,700

併 用 住 宅
 
事 務 所
 
神 社
 
寺 院
 
民 宿

一般造

小損（50万円）＋臨費30％ 13.8 
（＋680 円） 14,480 33.0 

（＋3,780 円） 36,780

臨費30％ 13.7 13,700 32.8 32,800

なし 11.6 11,600 29.0 29,000

耐火造Ｂ

小損（50万円）＋臨費30％ 7.7 
（＋680 円） 8,380 28.0 

（＋3,780 円） 31,780

臨費30％ 7.5 7,500 28.0 28,000

なし 6.5 6,500 24.9 24,900

耐火造Ａ

小損（50万円）＋臨費30％ 3.1 
（＋680 円） 3,780 24.4 

（＋3,780 円） 28,180

臨費30％ 3.0 3,000 24.4 24,400

なし 2.6 2,600 21.9 21,900

（単位：円）

小損とは、小損害実損てん補特約です。臨費とは、臨時費用担保特約です。
一般造とは、耐火造 A、耐火造 B に該当しないものです。
耐火造 B とは、鉄骨造（柱・はり・小屋組・棟木・母屋が鉄骨で組み立てられた建物）で、外壁のすべてが不燃材料で造られたものを指します。
耐火造 A とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造です。 
建物の用途に記載のない物件については、お問い合わせください。



再取得価額 ＝ ㎡当たり単価× ㎡数

Ί·͢ɻʊٻ෺ͷᶷ౰ͨΓ୯Ձʹᶷ਺Λ৐ͯ͡ݐऔಘՁֹ͸ɺ࠶෺ͷݐ ౰ͨΓ୯Ձ͸༻్ͱߏ଄Λ༻͍ͯ
ઃఆ͞Εͨ୯ՁΛ༻͍͍ͯ·͢ɻ

Ո۩ྨ؆қධՁදʹΑΔ࠶औಘՁֹ

平均的単価は、下表のとおりです。
仕様によっては、増減する場合があります。

☆1

☆2

˙�Ո۩ྨͷ෼ྨʹ͍ͭͯ

57ΞϯςφɺΤΞίϯɺর໌ث۩ͳͲݐ෺ʹϘϧτ౳Ͱݻఆ͞Ε͓ͯΓɺ؆୯ʹ͸ҠಈͰ͖ͳ͍΋ͷʢ഑ઢ౳
ؚΉʣ͸Ո۩Ͱ͸ͳ͘ݐ෺ͷҰ෦ͱ͠ ͯѻ͍ɺݐ෺ͷՃೖׂ߹ʹԠͯ͡ิঈ͠·͢ɻ
ఆ͞Ε͍ͯͳ͍΋ͷ͕Ո۩ྨͱͳΓɺ家具類の加入割合に応じて補償͠·͢ɻݻҎ֎ͷه্˔
ɹՈ۩ ʢྨҥྨɺςϨϏɺλϯεɺςʔϒϧɺҜࢠɺྫྷ ଂݿɺચ୕ػɺϕουɺετʔϒ౳ʣ
˔Ҿडର৅֎ʢۚوଐɺๅੴɺࠎ౹඼ɺֆըɺͦ ͷଞඒज़඼Ͱ1ݸͷՁֹ͕30ສԁΛ௒͑Δ΋ͷɺӦثॄ༺ۀɺ
උ඼ɺ঎඼ɺ੡඼ɺಈ෺ɺ২෺ɺ௨՟ɺ༗Ձূ݊ɺి σʔλ౳ʣࢠ
　落雷による家具類の被害は家具類へのご加入が必要です。

˙�Ճೖׂ߹Λ͝ଘ͡Ͱ͢ ʁ͔�

ɹۚࡁڞͷํࢉܭ๏͸࠶औಘՁֹʹର͢Δ加入金額ͷׂ߹ʢՃೖׂ߹ʣʹ Ԡͯۚ͡ࡁڞΛࢧ෷͍·͢ɻ
�̒ औಘՁ࠶๏͸ํࢉܭऔಘՁֹͷ࠶ ʢֹࡁڞՁֹʣཝ☆1Λߟࢀʹ͠ ͍ͯͩ͘͞ɻ̓ �
ɹՃೖΛر๬͢Δݐ෺ͷՁֹ͕࠶औಘՁ ʢֹࡁڞՁֹʣཝ☆2ͷᶷ౰ͨΓ୯Ձͱ͔͚཭Ε͍ͯΔ৔߹͸͝૬
ஊ͍ͩ͘͞ɻ
ɹݐ෺ࡁڞ͸Ҿड࣌ʹݐ෺ͷՁֹΛධՁ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺඃൃ֐ੜ࣌ͷ࠶औಘՁֹΛۚࡁڞʹجΛ͠ࢉܭ·͢ɻ
ɹଞอݥ౳ؚΊͯݐ෺ͷ࠶औಘՁֹ·ͰՃೖ͕Ͱ͖·͢ɻ

再取得価額の計算方法 建物共済掛金表（1年間） 損害共済金の計算方法（比例てん補方式で計算します） おすすめ特約 ಛ໿Λෟ帯͢Δʹ͸ਃࠐΈ͕ඞཁͰ͢ɻ
建　物 再取得価額の計算方法

火災等の場合 火災共済・総合共済

家具類 再取得価額の計算方法
ʢ୯Ґɿສԁʣ

〇一般造
　延べ面積　200㎡　　再取得価額　 3,000万円の場合

損害額 加入金額
再取得価額 × 80％

損害共済金 ՃೖֹۚΛ
౓ͱ͠ݶ෷ࢧ ·͢ɻ× =

損害額
加入金額 × 50％
再取得価額

損害共済金
Ճೖֹۚͷ50ˋΛ
౓ͱ͠ݶ෷ࢧ ·͢ɻ

ͨͩ͠ɺଛ5߹ׂ֐ˋະຬ͸
෷ର৅֎ͱͳΓ·͢ɻࢧ

× =

風水害・その他自然災害の場合 総合共済

損害額 加入金額
再取得価額

損害共済金
ˋऔಘՁֹͷ5࠶
·ͨ͸1ສԁͷ
͍ͣΕ͔௿ֹ͍˞̍

－ × =

地震・噴火・津波の場合 総合共済

஫ɿ��̍ ౩ʹ͖ͭɺՐٴࡁڞࡂͼ૯߹ࡁڞͷՃೖֹۚͷ߹1,000͕ܭສԁҎ্ͷ৔߹ʹෟଳͰ͖
·͢ɻ஍਒ɾ෾Րɾ௡೾ʹΑΔଛ֐·ͨ͸ࣗવ֐ࡂͰ1ສԁະຬͷଛ֐͸ର৅֎ͱͳΓ·͢ɻ�
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ྫ

খଛ࣮֐ଛͯΜิಛ໿50ສԁΛબ୒ɹ୆෩Ͱ԰ࠜʹ40ສԁͷඃ֐

ଛ�1ۚࡁڞ֐��ສԁ���ྟ࣌අ༻�3ۚࡁڞ�ສԁ�́ 13�ສԁۚࡁڞ෷ࢧ
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掛金

ɹɹ小損害実損てん補特約
�ଛ֐ͷֹ͕30ສԁ·ͨ͸50ສԁ͔Βબ୒ֹͨۚ͠Λɺ�Ճೖׂ߹ʹؔ܎ͳ͘ɺ
࣮ଛֹ֐Ͱ͓ࢧ෷͍͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

ɹɹ臨時費用担保特約
�෷͍͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻࢧՃ͓͑ͯʹۚࡁڞͷ30ˋΛۚࡁڞ֐େͰଛ࠷

Րࡁڞࡂ ૯߹ࡁڞ
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ྫֻۚࡁڞ˓
ɹʢҰൠॅ୐ʹՃೖֹۚ̍ ,000ສԁɺྟ ࣌අ༻څ෇ׂ߹30ˋΛબ୒ͨ͠৔߹ʣ

加入金額
1,000 万円

加入割合　33.3％
（1,000 万円 /3,000 万円）

3,000 万円
加入割合　100％

（3,000 万円 /3,000 万円）

損 害 額  火災により住宅の一部に 50 万円の被害

共 済 金
208,333 円 500,000 円

加入金額
1,000 万円

加入割合　33.3％
（1,000 万円 /3,000 万円）

3,000 万円
加入割合　100％

（3,000 万円 /3,000 万円）

損 害 額 地震で屋根に 200 万円の被害

共 済 金
333,333 円 1,000,000 円

※１　再取得価額の 5％または 1万円のいずれか低い額を小損害免責として差し引きます。

家具類の共済金も建物と同様の計算方法で算出します。（地震の場合は別途）  

3,000 万円×50％
3,000 万円

200 万円  ×
1,000 万円×50％

3,000 万円
200 万円  ×

（50 万円 −1 万円）×
1,000 万円
3,000 万円

3,000 万円
3,000 万円

（50 万円 −1 万円）×

1,000 万円
3,000 万円 × 80％

50 万円 × 
3,000 万円

3,000 万円 × 80％
50 万円 × 

加入金額
1,000 万円

加入割合　33.3％
（1,000 万円 /3,000 万円）

3,000 万円
加入割合　100％

（3,000 万円 /3,000 万円）

損 害 額 台風で屋根に 50 万円の被害

共 済 金
163,333 円 490,000 円



再取得価額 ＝ ㎡当たり単価× ㎡数

Ί·͢ɻʊٻ෺ͷᶷ౰ͨΓ୯Ձʹᶷ਺Λ৐ͯ͡ݐऔಘՁֹ͸ɺ࠶෺ͷݐ ౰ͨΓ୯Ձ͸༻్ͱߏ଄Λ༻͍ͯ
ઃఆ͞Εͨ୯ՁΛ༻͍͍ͯ·͢ɻ

Ո۩ྨ؆қධՁදʹΑΔ࠶औಘՁֹ

平均的単価は、下表のとおりです。
仕様によっては、増減する場合があります。

☆1

☆2

˙�Ո۩ྨͷ෼ྨʹ͍ͭͯ

57ΞϯςφɺΤΞίϯɺর໌ث۩ͳͲݐ෺ʹϘϧτ౳Ͱݻఆ͞Ε͓ͯΓɺ؆୯ʹ͸ҠಈͰ͖ͳ͍΋ͷʢ഑ઢ౳
ؚΉʣ͸Ո۩Ͱ͸ͳ͘ݐ෺ͷҰ෦ͱ͠ ͯѻ͍ɺݐ෺ͷՃೖׂ߹ʹԠͯ͡ิঈ͠·͢ɻ
ఆ͞Ε͍ͯͳ͍΋ͷ͕Ո۩ྨͱͳΓɺ家具類の加入割合に応じて補償͠·͢ɻݻҎ֎ͷه্˔
ɹՈ۩ ʢྨҥྨɺςϨϏɺλϯεɺςʔϒϧɺҜࢠɺྫྷ ଂݿɺચ୕ػɺϕουɺετʔϒ౳ʣ
˔Ҿडର৅֎ʢۚوଐɺๅੴɺࠎ౹඼ɺֆըɺͦ ͷଞඒज़඼Ͱ1ݸͷՁֹ͕30ສԁΛ௒͑Δ΋ͷɺӦثॄ༺ۀɺ
උ඼ɺ঎඼ɺ੡඼ɺಈ෺ɺ২෺ɺ௨՟ɺ༗Ձূ݊ɺి σʔλ౳ʣࢠ
　落雷による家具類の被害は家具類へのご加入が必要です。

˙�Ճೖׂ߹Λ͝ଘ͡Ͱ͢ ʁ͔�

ɹۚࡁڞͷํࢉܭ๏͸࠶औಘՁֹʹର͢Δ加入金額ͷׂ߹ʢՃೖׂ߹ʣʹ Ԡͯۚ͡ࡁڞΛࢧ෷͍·͢ɻ
�̒ औಘՁ࠶๏͸ํࢉܭऔಘՁֹͷ࠶ ʢֹࡁڞՁֹʣཝ☆1Λߟࢀʹ͠ ͍ͯͩ͘͞ɻ̓ �
ɹՃೖΛر๬͢Δݐ෺ͷՁֹ͕࠶औಘՁ ʢֹࡁڞՁֹʣཝ☆2ͷᶷ౰ͨΓ୯Ձͱ͔͚཭Ε͍ͯΔ৔߹͸͝૬
ஊ͍ͩ͘͞ɻ
ɹݐ෺ࡁڞ͸Ҿड࣌ʹݐ෺ͷՁֹΛධՁ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺඃൃ֐ੜ࣌ͷ࠶औಘՁֹΛۚࡁڞʹجΛ͠ࢉܭ·͢ɻ
ɹଞอݥ౳ؚΊͯݐ෺ͷ࠶औಘՁֹ·ͰՃೖ͕Ͱ͖·͢ɻ

再取得価額の計算方法 建物共済掛金表（1年間） 損害共済金の計算方法（比例てん補方式で計算します） おすすめ特約 ಛ໿Λෟ帯͢Δʹ͸ਃࠐΈ͕ඞཁͰ͢ɻ
建　物 再取得価額の計算方法

火災等の場合 火災共済・総合共済

家具類 再取得価額の計算方法
ʢ୯Ґɿສԁʣ

〇一般造
　延べ面積　200㎡　　再取得価額　 3,000万円の場合

損害額 加入金額
再取得価額 × 80％

損害共済金 ՃೖֹۚΛ
౓ͱ͠ݶ෷ࢧ ·͢ɻ× =

損害額
加入金額 × 50％
再取得価額

損害共済金
Ճೖֹۚͷ50ˋΛ
౓ͱ͠ݶ෷ࢧ ·͢ɻ

ͨͩ͠ɺଛ5߹ׂ֐ˋະຬ͸
෷ର৅֎ͱͳΓ·͢ɻࢧ

× =

風水害・その他自然災害の場合 総合共済

損害額 加入金額
再取得価額

損害共済金
ˋऔಘՁֹͷ5࠶
·ͨ͸1ສԁͷ
͍ͣΕ͔௿ֹ͍˞̍

－ × =

地震・噴火・津波の場合 総合共済

஫ɿ��̍ ౩ʹ͖ͭɺՐٴࡁڞࡂͼ૯߹ࡁڞͷՃೖֹۚͷ߹1,000͕ܭສԁҎ্ͷ৔߹ʹෟଳͰ͖
·͢ɻ஍਒ɾ෾Րɾ௡೾ʹΑΔଛ֐·ͨ͸ࣗવ֐ࡂͰ1ສԁະຬͷଛ֐͸ର৅֎ͱͳΓ·͢ɻ�
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掛金

ɹɹ小損害実損てん補特約
�ଛ֐ͷֹ͕30ສԁ·ͨ͸50ສԁ͔Βબ୒ֹͨۚ͠Λɺ�Ճೖׂ߹ʹؔ܎ͳ͘ɺ
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ɹɹ臨時費用担保特約
�෷͍͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻࢧՃ͓͑ͯʹۚࡁڞͷ30ˋΛۚࡁڞ֐େͰଛ࠷
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ྫֻۚࡁڞ˓
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総合共済 特約なし 特約あり

共済掛金 25,100円 28,880円

共済金 195,000円 400,000円
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❶ 加入している建物等について他保険、他共済と保険契約を締結する。
❷ 加入している建物等を譲渡する。
❸ 加入している建物等を解体する。
❹ 加入している建物等が破損した。
❺ 加入している建物等の改築、増築もしくは構造変更や修繕を行う。 (建物の価額に変化が生じる行為)
❻ 加入している建物等の用途変更。 (住宅→店舗、民宿等)
❼ 加入している建物等について危険が著しく増大すること。(農産物乾燥機の動力増大、店舗内での火力使用等)
❽ 上記のほか、加入時の告知内容に変更を生じさせる事実が発生したこと。

次の事実が発生した、もしくは発生する予定である場合は、必ずＮＯＳＡＩにご連絡ください。

なお、本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳しくは「建物共済約款」を
ご参照ください。

注：事故発生時は速やかに連絡してください。
　　損害評価時に損害箇所が復旧済の場合は共済金をお支払いできないことがあります。

落雷による家電製品の被害や台風による瓦の被害など、小さい被害であっても補償が手厚く
なります。詳しくは、　　おすすめ特約をご覧ください。

注意！ こんなときは損害共済金をお支払いできません。
お支払いできない項目をご確認ください。

事故発生 

見積書ご提出

共済金お支払いまでの流れ

小損害実損てん補特約や臨時費用担保特約の附帯を
おすすめします！

NOSAIに
連絡

現地評価被害申告は
LINEからも
可能です！

共済金支払い手続き

ご準備いただくもの
印鑑、証券

■ 失火見舞費用共済金 
自宅から発生した火災、破裂・爆発事故により、近隣など第三者の所有物に損害が生じた
とき、近隣への失火見舞費用として一世帯当たり50万円(加入金額の20％を限度）をお支
払いします。（煙損害・臭気付着損害を除く）

■ 残存物取片付け費用共済金 
損害を受けたとき、損害共済金の10％を限度としてお支払いします。（実費の範囲内） （地震・
噴火・津波による事故を除く）

■ 損害防止費用共済金
火災等の事故で損害の防止・軽減に要した費用（消火薬剤取替費用等）に対してお支払い
します。
ただし、自然災害による場合は対象となりません。

■ 水道管凍結修理費用共済金
水ぬれを生じていない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費で補償します。 
（１事故当たり10万円を限度）
■ 特別費用共済金 
共済事故で全損のとき、加入金額の10％（200万円を限度）をお支払いします。（地震・噴
火・津波による事故を除く）

■ 地震火災費用共済金（火災共済のみ）
地震等を原因とする火災によって半焼以上の被害が生じたとき、加入金額の5％をお支払
いします。

■ 対象農機具  
建物に収容中の農機具 （乾燥機、籾すり機等）
注：盗難は補償の対象外です。トラクター、コンバイン、田植機等については「農機具損害
共済」へのご加入をおすすめします。

■ 再取得価額  
加入建物に収容されている全ての農機具の購入時価額の合計額

■ 対象となる事故および掛金率、共済金計算方法  
加入建物の火災共済または総合共済と同じです。

収容農機具の補償もあります収容農機具の補償もあります

こんな補償もついています！こんな補償もついています！ 1棟(家具類なども含めて）火災に備えて

火災
共済 加入できます

6,000
万円まで

1棟(家具類なども含めて）火災と自然災害に

総合
共済 加入できます

4,000
万円まで

まで加入できます火災
共済

総合
共済

プラスプラス
合わせて１億円

❶ 加入者(共済金受取人)またはその法定代理人の故意、重大な過失によって生じた損害
❷ 同世帯に属する親族の故意によって生じた損害
❸ 事故の際の紛失または盗難
❹ 共済目的の性質または欠陥・消耗によって生じた損害(老朽化による雨漏り等)
❺ 戦争、外国の武力行使、内乱・革命等によって生じた損害
❻ 核燃料およびその汚染物質の特性等に起因する事故によって生じた損害
❼ 共済掛金等をお支払いいただく以前に生じた損害
❽ 損害発生通知を怠り、または故意もしくは重大な過失により不実の通知をしたり、損害調査を妨害したとき
❾ 損害防止義務に従わなかったとき
10 「告知義務」、「通知義務」、「重大事由による解除」により契約を解除したとき
11 共済金請求を3年間怠ったとき
12 獣害
13 雨漏りのみ、老朽化による損害
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なります。詳しくは、　　おすすめ特約をご覧ください。

注意！ こんなときは損害共済金をお支払いできません。
お支払いできない項目をご確認ください。
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小損害実損てん補特約や臨時費用担保特約の附帯を
おすすめします！
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可能です！

共済金支払い手続き

ご準備いただくもの
印鑑、証券
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自宅から発生した火災、破裂・爆発事故により、近隣など第三者の所有物に損害が生じた
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注：盗難は補償の対象外です。トラクター、コンバイン、田植機等については「農機具損害
共済」へのご加入をおすすめします。

■ 再取得価額  
加入建物に収容されている全ての農機具の購入時価額の合計額

■ 対象となる事故および掛金率、共済金計算方法  
加入建物の火災共済または総合共済と同じです。

収容農機具の補償もあります収容農機具の補償もあります

こんな補償もついています！こんな補償もついています！ 1棟(家具類なども含めて）火災に備えて

火災
共済 加入できます

6,000
万円まで

1棟(家具類なども含めて）火災と自然災害に

総合
共済 加入できます

4,000
万円まで

まで加入できます火災
共済

総合
共済

プラスプラス
合わせて１億円

❶ 加入者(共済金受取人)またはその法定代理人の故意、重大な過失によって生じた損害
❷ 同世帯に属する親族の故意によって生じた損害
❸ 事故の際の紛失または盗難
❹ 共済目的の性質または欠陥・消耗によって生じた損害(老朽化による雨漏り等)
❺ 戦争、外国の武力行使、内乱・革命等によって生じた損害
❻ 核燃料およびその汚染物質の特性等に起因する事故によって生じた損害
❼ 共済掛金等をお支払いいただく以前に生じた損害
❽ 損害発生通知を怠り、または故意もしくは重大な過失により不実の通知をしたり、損害調査を妨害したとき
❾ 損害防止義務に従わなかったとき
10 「告知義務」、「通知義務」、「重大事由による解除」により契約を解除したとき
11 共済金請求を3年間怠ったとき
12 獣害
13 雨漏りのみ、老朽化による損害

事務所名 所在地等 管轄市町

北勢会館
（北勢地域セクション）

〒511-0902
桑名市松ノ木 4-7-89
☎ 0594-33-1117

桑名市　木曽岬町　東員町　いなべ市
四日市市　朝日町　菰野町　川越町

農業共済会館
（中央地域セクション）

〒514-0008
津市上浜町 6-81-11
☎ 059-224-0505

鈴鹿市　亀山市　津市　伊賀市
名張市

南勢会館
（南勢地域セクション）

〒519-2181
多気郡多気町相可 1687-4
☎ 0598-38-3331

松阪市　多気町　明和町　大台町
伊勢市　玉城町　大紀町　南伊勢町
度会町　鳥羽市　志摩市　尾鷲市
紀北町　熊野市　御浜町　紀宝町

被害についてのお問い合わせ先

事務所名 所在地等 管　　轄

農業共済会館
（資産共済セクション）

〒514-0008
津市上浜町 6-81-11
☎ 059-224-0503

県内全域

契約等についてのお問い合わせ先

三 重 県 の 農 業 者 の み な さ ん へ

三重

小損害実損てん補特約で
“もしも”の時も安心
小損害実損てん補特約で
“もしも”の時も安心


